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議事録 

審 議 会 名 令和６年度 第１回 杉戸町文化財保護審議会 

開 催 日 時 令和６年８月３日（土） 午前１０時００分～１２時００分 

開 催 場 所 エコ・スポいずみ ミーティングルーム 

議 事 

①令和５年度杉戸町文化財事業実績について 

②令和６年度杉戸町文化財事業計画について 

③「目沼地区発見の盾持人埴輪の町指定文化財について(答申_案)」 

④幸手市・杉戸町共催企画展示のご案内 

⑤その他 

公開・非公開の別 

公開 ・ 非公開（公開の場合傍聴者数   １人） 

（非公開の場合理由） 

出 席 者 氏 名 
柏浦勝良会長・寺田竹雄委員・青木秀雄委員・田原昇委員・ 

三原康之委員・野口憲治委員・廣瀬良文委員 

 

審議の概要 

1. 開会 

2. 課長あいさつ 

3. 議事 

① 令和５年度杉戸町文化財事業実績について 

（1） 発掘調査活動事業 

 ⅰ 発掘調査活動事業（確認調査１３件、試掘調査１件、本調査１件、整理作業１件） 

 

（2） 文化財保護活動事業 

 ⅰ 刊行物 

  ・『杉戸町今昔往来伝～古きを訪ねて杉戸を再発見～』 

 ・杉戸町文化財パンフレット（Sugito GRAPHICA vol.2） 

 

 ⅱ 講義・講演会 

  ・まなびっちゃすぎと塾 

   杉戸町立西小学校６年生３８名・杉戸宿案内人の会１５名を対象に実施 

 ・令和５年度杉戸町文化財歴史講演会（すぎと町民大学・文化財歴史講演会共催事業） 

 徳川林政史研究所 特任研究員 川島孝一氏「古文書から見た徳川家康」 

 町民大学受講生・応募者を対象に杉戸町役場第一庁舎階会議室にて実施 
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  ・令和５年度すぎと町民大学公開講座(第４回「杉戸町の歴史 前編・後編」・第１６回「は

じめての古文書教室」を社会教育課主幹 小沼幸雄が担当) 

 

 ⅲ 文化財等整備補助 

  ・大島有隣遺跡（恭倹舎保存会） 

  ・大 塚 神 楽（ 大 塚 同 志 会 ） 

  ・茨島はやし（茨島囃子保存会） 

  ・復元古代住居（古代住居保存会） 

 

 ⅳ 文化財案内板の修繕 

   該当なし 

 

 Ⅴ 指定文化財整備 

  ・日光御成街道一里塚（除草作業）１回 

  ・目 沼 浅 間 塚 古 墳（除草作業）２回＋職員による 

  ・中川低地の河畔砂丘群（竹の伐採と粉砕・除草作業）２回＋職員による 

 

（3）文化財庶務    

  ・埼玉県文化財保護協会活動 

  ・東部地区文化財担当者会活動 

  ・埼玉県地域史料保存活用連絡協議会活動 

 

② 令和 6年度杉戸町文化財事業計画について 

（1）発掘調査活動事業 

 ⅰ 埋蔵文化財に関する事 

  ・開発行為に対する調整（通年）、照会は１日３～４件のペース 

  ・発掘調査（本年度７月現在、既に確認調査を２件）を実施 

 

（2）文化財保護活動事業 

 ⅰ 町内指定文化財の保存管理 

  ・日光御成道街道一里塚・目沼浅間塚古墳・下野の森の除草作業 

  ・文化財環境整備費補助金、助成金の交付（大島有隣遺跡、大塚神楽・茨島はやし他） 

 

ⅱ 普及・啓発事業 

  ・文化財歴史講演会 

  ・各学校への出前講座（本年度は既にまなびっちゃすぎと塾で杉戸町立西小学校にて講座

を行った） 

  ・すぎと町民大学への出前講座等、他担当との連携 

  ・杉戸町文化財パンフレット（Sugito GRAPHICA vol.3）の刊行 
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  ・町史・文化財担当の Instagramの投稿・運営 

   新たな支持層の獲得及び教育現場において郷土の歴史を学ぶ上で役立ててもらうための

情報源として開始した。 

  ・文化財案内板の修繕 

 

（3）文化財庶務    

 ⅰ 文化財庶務 

  ・埼玉県文化財保護協会活動 

  ・東部地区文化財担当者会活動 

  ・埼玉県地域史料保存活用連絡協議会活動 

 

※①令和５年度杉戸町文化財事業実績、②令和６年度杉戸町文化財事業計画の報告が終了し、    

質疑応答に移る 

 

○日光御成道街道一里塚の移動について 

(委員) 

・一里塚の上に置かれている石碑の移動は今年度行うのか？ 

(事務局) 

・現在確認したところ、喫緊に対応しなければいけないという状態ではないと考える。現地調

査をしたところ、一里塚に植栽されている松の木が障害物となって工事の難易度が上がって

いる。よって松の木の剪定あるいは伐採も含めると大規模な工事になることから、計画は慎

重に行いたい。 

 

○文化財案内板について 

(委員) 

・昨年度と同様に今年度も文化財案内板の修繕は行わないのか？ 

(事務局) 

・今年は修繕を行う予定である。ただし、修繕予算の中には水道管や漏電等、文化財施設の修繕

費にも充てられるため、施設にトラブルが起きなかった場合、案内板の修繕をしている。そう

いった理由から、修繕については年度末に行う予定である。 

(委員) 

・予算がなくても案内板の修繕を行う手立てを考えなければいけないのではないか？ 

(委員) 

・案内板等に使用できるシールの在庫に余裕があるため、修繕を行う際は声をかけて頂ければ提

供が可能である。 

(事務局) 

・大変ありがたい提案である。実際に現物を近日中に拝見させて頂きたい。 

(委員) 

・案内板のシールは張り替えが可能なのか？文字が残るものではないのか？ 
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(事務局) 

・案内板のシールを丁寧にはがせば、文字が残ることもなく、張り替えが可能である。 

(委員) 

・耐用年数はどれくらいか？ 

(事務局) 

・耐用年数は一番長くて１０年であるが、設置場所によって異なる。また、汚れも目立ちやすい

が、修繕にかかるコストは安価と考えている。 

(委員) 

・文化財案内板の設置個所を公開した方がよい。これらを町歩きに生かし、観光に活用してもら

うようにした方がいいのではないか。また、当時作成した状況から変化しているものもあると

思われる。修繕の際は原稿内容も見直し、写真を載せることもした方がよい。 

(事務局) 

・文化財案内板の設置状況は、設置当時のデータがなく、すべてを把握していない。滅失してい

るものも数点ある。まずは、どこに何の案内板を設置したのか、把握する必要がある。また、

修繕や新規設置の際は場所の特定に加えて、内容の修正や写真の追加を行うようにしているの

で、今後も工夫を重ねていきたい。 

 

③ 議題 

「目沼地区発見の盾持人埴輪の町指定文化財について（答申_案）」 

 

※「目沼地区発見の盾持人埴輪の町文化財指定について」の答申書(案)について、審議委員に意

見を求める。 

 

(委員) 

・実測図・観察記録はあるのか？ 

(事務局) 

・まだどちらも作成できていない。 

(委員) 

・指定文化財に指定するためには実測図と観察所見を作成する必要があるのではないか。 

・答申書を教育委員会に上程した後、どのような流れで町指定文化財になるのか？ 

 最短はどれくらいか？ 

(事務局) 

・８月の教育委員会議に上程後、承認を受ければ８月２２日(木)が最短となるが、現在は企画展

で展示しているため実測図がつくれない。企画展終了後、改めて調査を行い、実測図の作成を

行う。その後、調書を添付し、答申書(案)を審議員に提出する。審議は書面で行うことになる

ので、その結果を教育委員会議に上程することになる。 

 

④ 幸手市・杉戸町共催企画展示のご案内 

※実際の展示を見学して頂き、展示説明等を行った。 



5 

 

 

⑤ その他 

○次の町指定文化財候補について 

(事務局) 

・毎年１～２件を目標に、丁寧な審議をしたうえで、町指定文化財の指定を行いたい。現在杉戸

町の町指定文化財は２５件のみ。今後、盾持人埴輪も加わると２６件にはなるが、他市町村

と比較すると少ない。また、既に所在が確認できないもの、状態が確認できていないものも

あり、町の文化財の要件を満たしていないものもある。 

(委員) 

・町指定文化財の指定にあたり、条件などはないのか？ 

(事務局) 

・特に条件は無い。文化財によってケースバイケースである。諮問する基準もない。 

(会長) 

・これまで杉戸町の町指定文化財は、年によって多く定める年もあれば、まったく議論が行われ

ない年もあった。今回のように丁寧な審議を行い、町指定文化財を増やす取り組みが行われる

のはここ最近のことである。だからこそ、毎年 1 つないしは 2 つ、審議を重ねて指定文化財

を増やす必要がある。 

(事務局) 

・指定済みリストと指定候補リストを作成し、審議していきたい。 

・東部文化財担当者会では、関連文化財群を取り扱い、地域資料の保存と活用のあり方について

議論を深めている。 

(委員) 

・町指定文化財としてだけでなく、新たな文化財のカテゴライズも考えていく必要がある。 

(事務局) 

・「文化財保存活用地域計画」の策定は、埼玉県内の自治体にとって避けては通れない課題とな

っている。研修に参加すると、その熱意がひしひしと伝わる。杉戸町も例外ではない。すでに

県内 7団体もが計画を完成させている状況を考えると、時間的な余裕はあまりないと考える。 

 計画の策定自体は、以前よりハードルが下がったが、杉戸町は実行段階でつまずく可能性も懸

念される。画期的な計画を絵に描いた餅にしないために、若年層を中心とした文化団体の育成

を、計画策定と並行して進めることが重要である。 

(委員) 

・担い手を得るためにも、今のうちから少しずつボランティア養成講座をやっていく必要がある

のではないか。 

(事務局) 

・前向きに検討する。 

 

4.閉会 
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以上をもって全ての議事を終了したので、会長より閉会を宣言し解散した。 

上記の議決を確認するために、議事録署名人は、署名、捺印する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

    令和６年度第一回杉戸町文化財保護審議会 

 

 

議事録署名人                  

 

議事録署名人 


